
○浅口市全国大会等出場激励金交付要綱 

平成18年３月21日 

教育委員会告示第５号 

改正 平成27年２月４日教委告示第２号 

(目的) 

第１条 この告示は、市民が、全国大会等の各種体育・文化・芸術大会に岡山県

代表(中国地区、日本代表等を含む。)の選手又は監督等として出場する場合に

激励金を交付し、市民の体育・文化・芸術の健全な育成と促進を図ることを目

的とする。 

(定義) 

第２条 この告示において「全国大会等」とは、全国規模以上において行われる

各種体育・文化・芸術大会で、浅口市教育委員会(以下「教育委員会」という。)

が認めたものをいう。 

２ 前項の規定にかかわらず、中学生以下の児童生徒が大会に出場する場合にお

いては、前項の「全国」を「中国地方」と読み替えるものとする。 

(交付対象) 

第３条 交付の対象となる者は、市内に住所を有する者で、予選会若しくは選考

会の成績又は大会要項に規定される標準記録等に達したことにより出場資格を

得て大会に出場するものとする。 

２ 前条第２項に該当する大会に出場する者は、前項に準じる。 

(激励金の額) 

第４条 激励金の額は、出場選手１人につき次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 全国大会等(第２条第２項の規定により読み替えて適用される中国地方大

会等を含む。) 10,000円 

(2) アジア大会等 20,000円 

(3) 世界大会等 30,000円 

２ 同一大会に複数種目で出場する場合は、激励金は重複して交付しない。 

３ 個人、団体を問わず、同一年度内の激励金交付回数は３回を限度とする。た

だし、国民体育大会、全国障害者スポーツ大会又は第１項第２号若しくは第３

号に該当する大会へ出場する場合は、この限りでない。 

(対象人数) 

第５条 チーム編成の場合、この告示による激励金交付対象人数は、出場する大



会要項に規定されている人数以内とする。ただし、10人を上限とする。 

(交付申請) 

第６条 激励金の交付を受けようとする者は、浅口市全国大会等出場激励金交付

申請書(様式第１号)に、次の各号に掲げる書類のうち、教育委員会が指示する

書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、国民体育大会に

ついては、書類の添付は不要とする。 

(1) 大会要項 

(2) 予選大会要項及びその結果 

(3) 選手・役員名簿等 

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する書類 

(交付決定) 

第７条 教育委員会は、前条による交付申請書を受理したときは、速やかにこれ

を審査し、その結果を浅口市全国大会等出場激励金交付決定通知書(様式第２

号)により申請者に通知するものとする。 

(激励金の交付) 

第８条 教育委員会は、前条の規定による激励金が決定したときは、速やかにこ

れを交付するものとする。 

(報告) 

第９条 激励金の交付を受けた者は、大会終了後、その結果を全国大会等出場結

果報告書(様式第３号)により教育委員会に報告しなければならない。 

(激励金の返還) 

第10条 この告示による激励金を虚偽の申請により受け取った者又は自己の責め

に帰すべき事由により全国大会等へ出場できなかった者は、その理由のいかん

を問わず激励金を速やかに返還しなければならない。 

(その他) 

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この告示は、平成18年３月21日から施行する。 

(経過措置) 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨方町全国大会等出場激励金交

付要綱(平成６年鴨方町教育委員会要綱第２号)の規定によりなされた手続その



他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則(平成27年２月４日教委告示第２号) 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 



 



 



 



様式第１号(第６条関係) 

様式第２号(第７条関係) 

様式第３号(第９条関係) 

 


